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小学校における給食調理中の事故について

【学校保健課】

１ 事故状況 

  10 月 9 日、調理員が給食食材の下処理作業中、水平でない場所にまな板を

置き、その上に包丁と包丁研ぎを置いて別の部屋に移動している間に、包丁が

落下し、刃の先端が欠けた。調理員は上司へ報告せず、１人で刃の欠けらを探

したが見つからなかった。そのまま、その包丁で調理作業を続けた。その後、  

調理機器等の点検票の包丁の欄は「異常無」と記録した。 

  10 月 10 日の朝、下処理作業の後、上司が包丁の点検を行ったところ、刃の

先端が１㎜ほど欠けているのを発見した。調理員に確認したところ、前日に、

包丁の刃を欠かしたことが判明した。調理作業を中断し、複数の職員で刃の欠

けらを探したが見つからなかった。両日とも食材を洗うシンク内に刃の欠け

らがないことを確認していたことから、刃の欠けらが食材に入った可能性が

ないと判断し、調理作業を再開し、給食を提供した。 

  午後も複数の職員で刃の欠けらを探したが、見つからなかった。 

  児童に健康被害はない。 

２ 原因 

   調理員が下処理のシンクと手洗い器をまたぐようにまな板を置き、水平で

ない状態になっていた。その上に包丁を置いていたため、落下した。 

３ 問題点 

 ・調理員は、包丁の刃を欠かしたことを、すぐに上司に報告すべきところを 

していなかった。 

・すぐに、複数職員で包丁の刃の欠けらを徹底的に捜索すべきところをして

いなかった。 

 ・調理機器等の点検票に「異常無」と虚偽の記録をした。 

 ・刃の欠けた包丁の使用を中止すべきところ、翌日も使用し続けた。 

４ 市教育委員会の対応 

・臨時の調理員研修会を開催し、全調理員（臨時職員を含む）を対象に再発防

止のための指導を徹底する。

（10月 17日（第 1回）開催、11月 7日（第 2回）開催予定）
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報告事項２７ 

平成３０年度富山市立小中学校の問題行動等調査の結果について

【富山市教育委員会】

○ 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（以下問題行動等調査）の概要

本調査は、文部科学省によって実施される「いじめ」「暴力行為」「不登校」等の生徒指導上の諸

課題に関する調査である。調査対象は全国の小・中学校、高等学校であり、その結果は今後の生徒

指導施策推進の参考とされる。（令和元年１０月１７日 結果公表）

本市では、全市立小学校６５校１分校、全市立中学校２６校１分校で本調査を実施しており、国

と同様、調査結果を教育施策に活用している。

１ 不登校

「不登校」とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童

生徒が登校しない、あるいは、したくともできない状況にある者（ただし、「病気」や「経済的な

理由」による者は除く）」をいう。本調査では、年間３０日以上欠席した不登校児童生徒を対象と

している。

不登校児童生徒数及び出現率   単位：人

富山市 富山県 全国

小学校

２５年度 067（ 3.0） 193（ 3.4） （ 3.7）

２６年度 083（ 3.8） 215（ 3.9） （ 4.0）

２７年度 079（ 3.7） 205（ 3.8） （ 4.3） 

２８年度 90（ 4.2） 194（ 3.7） （ 4.7） 

２９年度 119（ 5.8） 279（ 5.4） （ 5.4） 

３０年度 134（ 6.6） 334（ 6.6) （ 7.0） 

中学校

２５年度 240（21.5） 642（21.7） （28.1）

２６年度 231（20.5） 583（19.7） （28.8）

２７年度 213（19.2） 597（20.5） （29.5） 

２８年度 235（21.3） 608（21.3） （31.4） 

２９年度 256（23.8） 635（22.3） （32.5） 

３０年度 318（30.0） 801（28.7) （36.5） 

※（  ）は、1000 人当たりの不登校児童生徒数。

※富山市の数値は公立校分。富山県と全国の数値は、平成 25～28 年度は公立校分、平成 29・30 年度は国公私立校分。 

不登校児童生徒の中で９０日以上の欠席や全休の児童生徒数及び割合 単位：人

富山市 富山県 全国

30日以上 90日以上 全休 30日以上 90日以上 全休 30日以上 90日以上 全休 

小
学
校

29
年
度

119 
45 1 

276 
126 7 

35,032
15,975 956 

(37.8) (0.8) (45.7) (3.6) (45.6) (2.7) 

30
年
度

134 
58 2 

334 
144 12

44,841
20,047 1,159 

(43.3) (1.5) (43.1) (3.6) (44.7) (2.6) 

中
学
校

29
年
度

256 
151 8 

631 
382 26 

108,999
68,016 4,281 

(59.0) (3.1) (60.5) (4.1) (62.4) (3.9) 

30
年
度

318 
187 12 

801
461 29

119,687
75,588 4,867 

(58.8) (3.8) (57.6) (3.6) (63.2) (4.1) 

※（  ）は、不登校児童生徒全体に占める９０日以上と全休の児童生徒の割合（％）。

※富山市の数値は公立校分。全国と富山県の数値は、国公私立校分。 
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【考察】

(1) 不登校児童生徒数は、４５２人（小学校１３４人、中学校３１８人）であり、前年度から７７人

（小学校１５人、中学校６２人）増加した。また、その出現率も、小・中学校ともに増加した。

(2) 不登校の要因については、「『不安』の傾向がある」が１９５人（小学校６７人、中学校１２８人）、

「『無気力』の傾向がある」が１４２人（小学校２４人、中学校１１８人）と、本人自身の状況に係

るものが多かった。また、いじめを除く友人関係をめぐる問題が１０７人（小学校３６人、中学校

７１人）、成績の不振や授業が分からないなどが１０７人（小学校２５人、中学校８２人）、家庭の

生活環境の急激な変化や親子関係をめぐる問題等が１３８人（小学生５２人、中学校８６人）と、

学校や家庭に係る状況が原因と考えられる不登校も多く見られた。

(3) 担任やカウンセリング指導員、ＳＣ、ＳＳＷ等のかかわりによって、不登校児童生徒１５３人（小

学校２８人、中学校１２５人）が登校する又はできるようになった。また、１１２人（小学校３２

人、中学校８０人）が継続した登校には至らないものの、学校復帰に向けて好ましい変化が見られ

るようになった。 

(4) 不登校児童生徒１１６人（小学校４２人、中学校７４人）が適応指導教室や教育センター、病院

等の学校外の機関から学習支援やカウンセリング等を受けている。 

学校外の機関等で相談・指導等を受けた不登校の児童生徒数             単位：人 

小学校 中学校 計

適応指導教室 11 19  30 

市教育センター・ＳＳＷ相談  9 10  19 

児童相談所・福祉事務所  2  1   3 

保健所・精神福祉センター  2  2   4 

病院・診療所 20 35  55 

民間団体・民間施設  3 12  15 

上記以外の機関等  1  1   2 

計 48 80 128 

※複数の機関で支援等を受けている児童生徒もいる。

(5) 学年別に不登校児童数を見ると、小学校では３年生から４年生、５年生から６年生で増加してい

る。また、環境や友人関係が大きく変わる中学校１年生で増加し、進路等への不安が高まる中学校

３年生が最も多い。

特に、中学校１年生で急増することから、大きく変化する学習内容や環境への不安を少しでも軽

減できるよう、小・中学校の連携による教員研修や児童生徒が合同で行う挨拶運動やボランティア

活動、入学説明会等が開催され、小・中学校間の円滑な接続に努めている。 

学年別の不登校児童生徒数 ※( )は平成２９年度の数値               単位：人 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計

小学校  6( 9)  13( 17)  13(12) 26(25) 32(22) 44(34) 134(119) 

中学校 91(65) 109(103) 118(88)    318(256) 
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(6) 入学年度別に不登校児童数の推移を見ると、小学校３年生から４年生、小学校５年生から６年生、

小学校６年生から中学校１年生、中学校１年生から２年生で増加する傾向がある。

入学年度別・学年別の不登校児童生徒数の推移                                  単位：人

入学年度 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

２２年度 6 6 6 13 22 28 75 103 118 

２３年度 3 7 8 14 18 38 65 109 － 

２４年度 3 3 6 18 23 34 91 － － 

２５年度 2 6 5 11 22 44 － － － 

２６年度 2 5 10 25 32 － － － － 

２ 長期欠席者

「長期欠席者」とは年間に連続又は断続して３０日以上欠席した児童生徒を対象としている。

また、欠席理由は、「病気」「経済的理由」「不登校」「その他」としている。

※小・中学校における長期欠席の状況等に関する調査については、２６年度まで学校基本調査に

おける「理由別長期欠席者数」の項目で調査していたが、２７年度から本調査に移行した。

長期欠席児童生徒数及び出現率                         単位：人

富山市 富山県 全国

小学校

２５年度 127（ 5.7） 340（ 6.0） （ 8.3） 

２６年度 161（ 7.4） 374（ 6.9） （ 8.8） 

２７年度 162（ 7.5） 405（ 7.5） （ 9.5） 

２８年度 175（ 8.3） 407（ 7.7） （10.4） 

２９年度 211（10.2） 508（ 9.8） （11.2） 

３０年度 208（10.2） 518（10.2） （13.0） 

中学校

２５年度 330（29.6） 833（27.4） （35.4） 

２６年度 318（28.2） 800（27.0） （36.6） 

２７年度 315（28.3） 842（28.9） （36.2） 

２８年度 339（30.8） 903（30.8） （38.4） 

２９年度 365（34.0） 912（32.0） （43.0） 

３０年度 415（39.1） 1064（38.2） （47.6） 

  ※（  ）は、1000 人当たりの長期欠席児童生徒数。

※富山市の数値は公立校分。富山県と全国の数値は、平成 25～28 年度は公立校分、平成 29・30 年度は国公私立校分。  

【考察】

(1) 長期欠席児童生徒数は、６２３人（小学校２０８人、中学校４１５人）であり、前年度から小学

校では３人減少した一方、中学校では５０人増加した。出現率は、小学校では前年と同じだった一

方、中学校では増加した。

0

20

40

60

80

100

120

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

入学年度別（H22～26)の不登校児童生徒数の推移

22年度

23年度

24年度

25年度

26年度

人

4



(2) 長期欠席者数の内訳は、「病気」が６８人（小学校２２人、中学校４６人）、「不登校」が４５２人

（小学校１３４人、中学校３１８人）、「その他」が１０３人（小学校５２人、中学校５１人）であ

る。

(3) 「その他」の内容としては、「保護者の教育に関する考え方」、「家庭の事情」等があり、家庭の状

況が本人の登校状況に影響を与えている。 

(4) 長期欠席者は学年が上がるにつれて、増加する傾向にある。断続的に欠席が続くと、長期化する

傾向があるので、初期段階（２～３日連続した欠席）での対応が重要になる。 

(5) 欠席が多くなりがちな児童生徒には、「昼夜逆転傾向」、「友人関係が上手くいかない」、「特定の教

科が苦手である」等、登校を渋る要因や背景があることを理解した上で、子どもに寄り添った支援

や指導を進めることが大切である。 

学年別の長期欠席児童生徒数 ※( )は平成２９年度の数値              単位：人 

３ いじめ

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍する学校に在籍して

いる等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通して行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児

童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

いじめの認知件数 単位：件

富山市 富山県 全国

小学校

２５年度 129（ 5.9） 323（05.7） （18.0） 

２６年度 217（10.0） 482（08.8） （18.8） 

２７年度 181（ 8.4） 502（ 9.3） （23.3） 

２８年度 172（ 8.1） 482（ 9.1） （36.8） 

２９年度 194（ 9.4） 470 ( 9.1） （49.1） 

３０年度 362（17.7） 794 (15.6） （66.0） 

中学校

２５年度 116（10.4） 304（10.3） （16.4） 

２６年度 142（12.6） 347（11.7） （15.8） 

２７年度 191（17.2） 413（14.2） （17.8） 

２８年度 158（14.4） 387（13.6） （21.7） 

２９年度 138（12.8） 366（12.8） （24.0） 

３０年度 192（18.1） 455（16.3） （29.8） 

※（  ）は、1000 人当たりのいじめ認知件数。

※富山市の数値は公立校分。富山県と全国の数値は、平成 25～28 年度は公立校分、平成 29・30 年度は国公私立校分。  

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計

小学校  10(27)  32( 24)  30( 24) 37(40) 43(44) 56(52) 208(211) 

中学校 111(93) 139(144) 165(128)    415(365) 
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【考察】

(1) いじめの認知件数は、５５４件（小学校３６２件、中学校１９２件）であり、前年度から２２２

件（小学校１６８件、中学校５４件）増加した。また、出現率も小・中学校ともに増加した。 

(2) いじめ認知件数零校は小学校が１校１分校、中学校が１校１分校であり、前年度から減少した。 

 (3) いじめ解消率は、小学校８９．８％、中学校９２．７％であった。未解消であった小学校３７件

のうち３０件、中学校１４件のうち１０件は現在解消されている。残りの小学校７件、中学校４件

の事案については、現在も解消に向けて取り組み中である。 

 (4) 学年別のいじめの認知件数については、小学校では、学年が上がるにつれていじめが増加する傾

向にあるが、６年生で減少している。一方、中学校では、１年生が最も多く、学年が上がるにつれ

て減少している。 

 (5) いじめの男女比については、小・中学校ともに男子のいじめが多い傾向にある。（小・中学校とも

男子５８％、女子４２％） 

(6) いじめ発見のきっかけについては、「学校の教職員以外の発見」が３９０件（小学校２５３件、中

学校１３７件）である。中でも「保護者からの情報」が１８５件（小学校１４０件、中学校４５件）

と最も多く、次に「本人からの訴え」が１５１件（小学校６９件、中学校８２件）であった。 

一方、「学校の教職員等が発見」は１６４件（小学校１０９件、中学校５５件）であり、全件数の

２９．６％（前年度３６．２％）となっている。 

 (7) いじめの態様については、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が小・

中学校ともに最も多かった。（小学校２６０件、中学校１３５件） 

 (8) パソコンや携帯電話等、ネットを利用したいじめについては、３０件（小学校７件、中学校２３

件）の報告があり、前年度１５件（小学校３件、中学校１２件）より倍増しており、今後もネット

の利用についての指導を継続して行う必要がある。 

(9) 今後も、各学校が「いじめ防止対策推進法」に規定するいじめの定義を正確に解釈して、いじめ

の認知を行い、ごく初期段階のいじめ等も積極的に認知するとともに、「いじめはどの学校でも、ど

の子どもにも起こり得る」という意識の基、アンケートや個別面談等による実態把握を積極的に行

い、早期発見や即時対応、未然防止に努める必要がある。 
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４ 暴力行為

「暴力行為」とは、「自校の児童生徒が故意に有形力（目に見える物理的な力）を加える行為」

をいう。被暴力行為の対象によって、「対教師暴力」（教師に限らず、用務員等の学校職員も含む）、

「生徒間暴力」（何らかの人間関係のある児童生徒同士に限る）、「対人暴力」（対教師暴力、生徒

間暴力の対象者を除く）、学校の施設・設備等の「器物損壊」の４形態に分ける。 

暴力行為の発生件数 単位：件

富山市 富山県 全国

小学校

２５年度   7（00.3）  64（ 1.1） （ 1.6） 

２６年度  16（00.7）  44（ 0.8） （ 1.7） 

２７年度  19（ 0.8）  55（ 1.0） （ 2.6） 

２８年度  18（ 0.9）  61（ 1.2） （ 3.5） 

２９年度  70（ 3.4） 147（ 2.8） （ 4.4） 

３０年度 192（ 9.4） 404（ 7.9） （ 5.7） 

中学校

２５年度  68（06.1） 228（ 7.7） （12.0） 

２６年度  79（07.0） 177（ 6.0） （10.7） 

２７年度  77（ 6.8） 170（ 5.9） （10.0） 

２８年度  34（ 3.0） 117（ 4.1） （ 9.2） 

２９年度  50（ 4.7） 186（ 6.5） （ 8.5） 

３０年度 145 (13.7） 298（10.7）  ( 8.9） 

※（  ）内は、1000 人当たりの暴力行為発生件数 

※富山市の数値は公立校分。富山県と全国の数値は、平成 25～28 年度は公立校分、平成 29・30 年度は国公私立校分。  

【考察】

(1) 暴力行為が発生した学校数は、小学校３４校（５１．５％）、中学校２１校（７７．７％）であっ

た。前年度から１９校（小学校１５校、中学校４校）増加した。

 (2) 暴力行為の件数は、３３７件（小学校１９２件、中学校１４５件）であり、前年度から２１７件

（小学校１２２件、中学校９５件）増加した。

(3) 暴力行為の内訳は、小・中学校ともに生徒間暴力が最も多く（小学校１１４件、中学校１０９件）、

次いで対教師暴力（小学校４４件、中学校２３件）である。
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(4) 暴力行為の加害児童生徒数における男女比については、小・中学校とも男子が多い傾向にある。 

  （小学校では男子８９％、女子１１％。中学校では男子９４％、女子６％） 

 (5) 暴力行為の発生件数の増加の要因としては、発生学校数の増加があげられる。各学校において

は、積極的にいじめの認知を進める中で、生徒同士のけんか等についても暴力行為の一つとして

件数にあげている。

※暴力行為の学年別の人数については、小学校では５年生と１年生が多く、中学校では１年生が最

も多い。なお、いじめの認知件数に関しても、小学校では５年生、中学校では１年生が最も多くな

っている。（３ いじめ「いじめの認知件数の学年別、男女別内訳」参照） 

(6) 同一の児童生徒が生徒間暴力や対教師暴力を繰り返し行う事案があり、発生件数の増加要因の

一つになっている。  
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